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Ⅰ 学校経営における健康づくりについて 

１ 学校経営方針と健康づくり 

 （１）学校教育目標及び教育計画への健康づくりの位置づけ 

   本校では，約50年にわたり健康づくりに取り組んでいる。その間，常に教育活動の基

盤として健康づくりを位置づけ，各教科，特別活動，道徳，総合的な学習の時間などの

研究にも先進的に取り組んできた。 

昭和44 年に制定された校訓「まごころをつ

くすこども」(図１)に則り，教育目標を「熊本

城に象徴される質実剛健の風格を基調とし，児

童の徳・知・体の調和的発展に努め，もって郷

土・日本・世界に貢献する人材を育成する」と

し，徳・知・体の調和のとれた全人教育を目指

してきた（資料１－２「Ｈ28学校教育目標」）。 

特に，本校は，中心市街地を校区に有すること，

様々な家庭環境の児童が多いこと等から，生涯にわたって健康的な生活を送るための実

践意欲や実践力の育成を学校教育目標達成の重要な要素として考え，健康づくりを教育

活動の基盤としてきたのである。 

本年４月，本校は熊本地震に遭遇し，約１ヶ月間の臨時休業を余儀なくされた。児童

とその家族に人的被害はなかったものの，生活が一変した児童も多く，心身への影響が

大きく懸念された。児童の健やかな成長を保障するには，本校の教育活動を停滞するこ

となく推進させる必要があり，速やかな教育計画の修正と着実な実践は急務であった。 

一方で，震災直後から，避難所となった学校では，児童が学年を越えて互いにいたわ

り合う姿や，進んでボランティア活動に励む姿，また，睡眠や運動，食など学習したこ

とを生かそうとする姿が多く見られたのも事実である。長年にわたって進めてきた健康

教育の成果を実感するとともに，学習の場であり生活の場である学校だからこそ，生き

て働く力を育むことができるということを改めて認識したところである。 

そこで，本年度は，健康づくりの研究テーマを「震災を生き抜くすこやかな城東っ子

の育成～いたわり はげましあい きずなの力を育む 健康づくり～」とした。困難に

遭遇してもなお健康で安全な生活を送ることができるようにすること，生涯にわたって

それを維持することのできる資質・能力を育むこと，さらには他者の健康づくりにも貢

献できるようにすることを目指すものである。それは即ち，校訓「まごころをつくすこ

ども」の実現に他ならない。そして，実践の進むべき道は，本校が積み重ねてきた健康

づくりの延長上にあると考える。これまでの実践を礎として，研究テーマに迫るべく，

保健・体育・食育・安全の４領域を通して実践を重ねることとした。 

   以下に，「健康づくり構想図」を示す。 
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【図 1 校訓「まごころをつくすこども」】 
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 健 康 づ く り 構 想 図  

健康づくり目標 

 自尊感情の向上と健康的な生活を送る実践意欲や実践力の定着  

 本年度の健康づくり研究テーマ  

   

 

保健 命を大切にするこども 

す
こ
や
か
サ
ミ
ッ
ト
（
学
校
保
健
委
員
会
）
の
充
実 

体育 
命を大切にするこども 

よく学びよく遊ぶこども 

○朝の保健指導・保健活動の充実 

・健康板 ・心と体の健康観察の強化  

・自分の体と心をみつめる健康観察シート 

・朝の活動（目の体操，室内運動，エンカウンターエクササイズ） 

○歯科保健の推進 

・全校歯みがき  ・歯みがきツアー 

・歯科検診及び健康相談（年２回校医による） 

・親子歯みがき   ・縦割り歯みがき 

・個別指導（歯科衛生専門学校生） 

○保健学習・保健指導の工夫（他教科等との関連，指導形

態，心の健康・姿勢指導・情報モラル教育の推進等） 

○児童保健委員会の推進活動 

○総合的な学習の時間「心と生活習慣」 

○心と体の健康相談 

○教科体育の充実 

 ・単元マップ  

・青空サーキット  ・ひごっこ体操  

○体力テストの活用 

 ・わんぱくロード・わんぱくカード・わんぱくコーナー 

○生活体育の充実 

 ・朝の活動「青空活動」  

・縦割り遊び 

・昼休みの自由遊び 

 ・放課後，休日の運動場開放 

○児童体育（青空）委員会の推進活動 

○家庭との連携（親子はりきり表） 

○総合的な学習の時間「心と運動習慣」 

○運動場・遊具の安全な使用 

食育 
 

命を大切にするこども 安全 
命を大切にするこども 

きまりよく実行するこども 

○各教科等における食育の充実 

○異学年による交流給食（縦割り給食，お誕生給食） 

○ランチルームの充実・活用活性化 

○校産校消の推進 

○児童給食委員会の推進活動（もりもりロード，給食集会） 

○親子給食試食会 

○総合的な学習の時間「心と食習慣」 

○給食前の衛生チェック 

○食物アレルギーの調査及び複数での対応 

○肥満や偏食の個別相談（健康相談） 

○各教科等における安全教育の充実 

○日常生活につなぐ定例避難訓練（毎月１回） 

○児童とともに行う安全点検 

○校内危険箇所の明示 

○児童保健委員会，青空委員会，生活委員会の推進活動 

○校区安全マップの活用  

○交通安全指導  

○地域と連携した地区児童会，集団下校，通学路点検 

○着衣泳法指導 

○心肺蘇生法研修 

 

 

児童の，未曾有の震災に遭遇したことによる心身の不安定さ，また，健康的な生活を送り

たいという意欲や実践をなかなか持続することができないという従来の実態も踏まえ，本年

度の健康づくりの目標を「自尊感情の向上と健康的な生活を送る実践意欲や実践力の定着」

とした。この目標に向かって保健・体育・食育・安全の４領域を中心としたすべての教育活

動を通して，学校・家庭・地域と連携しながら計画的に実践していくようにした。 

震災を生き抜くすこやかな城東っ子の育成 
～いたわり はげましあい きずなの力を育む 健康づくり～ 

具体的実践事項 
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 （２）健康づくりをよりよく実践するための配慮事項 

      校内において健康づくりをよりよく推進するために，以下の３点について配慮した。 

① 児童が主体的に健康づくりに取り組むためには，そのベースとして，自尊感情を高

め，「自分を大切にし，夢や希望を叶えるために健康でありたい」という思いを持た

せることが不可欠である。また，自分の役割に対して責任を持って取り組むことで，

何かの役に立ち貢献しているという実感が持てるようにすることも重要である。  

そこで，すべての教育活動において自尊感情（心）を育てるとともに確かな健康観 

を育てることを基盤に置いた。また，各教科等における学習の充実はもとより，教科 

等間の相互の関連を図ることによって，それぞれ単独では生み出し得ない効果を得る 

ことができるよう，健康教育年間指導計画を作成した（資料６ ）。   

② 全職員での確実な共通実践のために，校内の研究テーマとの関連を強め，「震災を生   

 き抜くすこやかな城東っ子」を目指して進めていくことにした。特に，安全・安心感 

を取り戻し，人とのつながり(絆)を感じられるような取組について，年度初めの校内 

研修や職員会議で，内容や役割等の共通理解を図り，組織的に活動推進できる協力体

制の確立を図った。 

③  児童の心身の健康づくりを支援していくためには，保護者や地域の方々，関連機関

や学校三師等の専門家の積極的な参加・協力を推進することが極めて重要である。 

そのために学校は，児童の実態から健康課題を的確に把握し，ホームページや学校

便り・保健便り・学級便り・学級懇談会などによる情報発信に努めるとともに，学校

保健委員会（以下「すこやかサミット」）で取り上げ，課題解決に向けた具体的な活動

を推進していくこととした。 

 

２ 健康づくりに関する計画 

 （１）学校保健計画（教育・管理）作成に当たっての配慮事項 

   学校保健安全法第５条に基づき，児童の健康に関する実態と課題を踏まえて，「保健管

理に関する事項」（健康診断，環境衛生検査等），「保健教育に関する事項」（児童に対す

る保健指導，保健学習），「組織活動に関する事項」の項目で作成している。 

平成27年度は，基本的生活習慣定着の個人差が大きいことや運動習慣の二極化，視力

の低下，メディア接触時間の増加という実態から，基本的生活習慣の定着と情報モラル

教育に重点を置いて取り組んだ。しかし，一定の成果は見られたものの，知識があって

も自らの生活改善に向けた継続的な実践や個人差の解消においては課題が残った。そこ

で，今年度は，保健学習・保健指導，総合的な学習の時間（けんこうタイム），すこやか

サミット，学校行事等を横断的な視点で捉え，自らの健康課題をつかみ，健康に過ごす

ためには何が必要か考え，行動できる力を育むことができるよう，相互の内容を往還さ

せることを意識して計画を作成した（資料２－２「Ｈ28学校保健計画」）。 

  保健管理の中核に位置する健康診断については，事前事後指導を含め適正な実施がで
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きた。その結果は，すこやかサミットで報告して課題を明らかにしたり，保健指導の題

材としても取り上げ，課題解決へつなげたりした。平成28年度の健康診断一部改正に向

けては，教職員や保護者への事前周知や学校三師との連絡調整に努め，教育活動として

円滑に実施できる準備を整え，実施にあたった。 

以上に加え，震災後の心と体に現れる様々な反応，その対処法，セルフケアなどの学

習や，心と体の健康観察の強化，保健室来室者を中心とした個別対応の充実，家庭やス

クールカウンセラー（以下SC）との連携など，児童の心のサポートにも配慮した計画と

した。 

 

（２）学校保健計画を実践するための具体的手立て 

   保健管理と保健教育を有機的に関連づけ，その成果を上げるには組織的な活動が必要

である。保健主事や養護教諭だけでなく，全教職員の協力体制を確立するよう，各分掌

や各学年等との連携を深め，保健活動ごとにねらいや活動の流れ，対象者，役割分担な

どを明確に示しながら，健康教育部会や校内研修等で共通理解を図っている。 

また，心身の健康づくりは，学校と家庭や地域との協力・連携が不可欠であることか

ら，相互を結ぶ学校保健活動の中心としての「すこやかサミット」を年３回開催してい

る。より活性化するために，児童の実態を基に適切なテーマを設定し，健康課題解決に

向けた主体的な話し合いや活動になるよう工夫している。 

 

（３）学校安全計画（教育・管理）作成に当たっての配慮事項 

学校保健安全法第27条に基づき，児童や地域の実態と課題を踏まえて，「安全教育に

関する事項」「安全管理に関する事項」「安全に関する組織活動」「研修」で作成している。 

平成27年度は，授業中や休み時間において校内のけがが増加傾向にあるという実態か

ら，児童の危機回避能力を高めていけるよう，思考判断を大切にした安全学習や避難訓

練の事前事後指導の充実等に重点を置いて取り組んだ。その結果，日常生活で起こり得

る身の回りの危険やそれを回避する方法について理解することができたが，それを校内

や学校管理外の様々な場面で自ら実践していく力へとつなげることに課題が残った。    

そこで，平成28年度は，安全管理と安全学習・安全指導をより一層関連づけながら，

児童が生活する様々な場面で自ら危険を予測し回避する能力を育成することを大切にし

て，計画を作成した（資料３－２「Ｈ28学校安全計画」）。 

以上に加え，前震，本震後もおびただしい余震が続く中，危険予測・回避能力の向上

は喫緊の課題となったが，避難訓練の実施内容や方法は，事前事後指導も含め，震災後

の児童の心に配慮して，段階的な学習となるよう計画した。 

 

（４） 学校安全計画を実践するための具体的手立て 

   安全管理と安全教育を関連させながら計画を実践するためには，まずは全教職員が学
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校や児童，地域の実態を把握することが大切である。そのために，学校や通学路の安全

点検の視点，危険箇所，さらには運動場での遊び方等について，年度初めに全教職員で

共通理解を図ることで，児童の発達段階に応じた学習や指導に生かせるようにしている。 

また，学校と家庭・地域が連携することで，日常生活とより関連づけた危険予測・回

避能力を育むことにつながるため，学校での取組を学級便りやホームページ等で情報発

信したり，保護者や地域の方々から情報を得たりと，協力した体制づくりに努めている。 

 

（５）食に関する計画（教育・管理）作成に当たっての配慮事項 

食育基本法第２条で謳われている「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成」とい

う食育の目的に鑑み，児童の食習慣の実態や課題を踏まえて，食に関する計画を作成し

ている。また，「教科等・道徳・総合的な学習の時間や特別活動との関連」，「献立作成の

配慮」，「個別相談指導・対応，家庭・地域との連携」という項目で構成している。 

「各教科・道徳・総合的な学習の時間や特別活動との関連」では，平成 27 年度は，

食事の重要性や心身の健康，感謝の心，社会性を中心に，学校管理外でも実践できる力

を高めるために，学びの実感や家庭との連携を大切にしながら計画を立てた。授業の工

夫やたてわり給食の導入，学級園で採れた野菜の命をいただく「校産校消」の充実，全

家庭参加の親子給食等を重視し，食事の重要性，心身の健康，食品を選択する能力，感

謝の心，社会性，食文化の視点を大切にして指導内容を配列した。全体的な視点におい

て，良くなりつつあるが，震災を経験し，日々の食事への感謝の心，家族や友達との会

食を通して得た安心感から，食事の重要性を再認識した。 

そこで，平成 28 年度は，楽しく食事をする中で，食事の重要性や心身の健康，感謝

の心，社会性を中心に，学びの実感や家庭との連携を大切にしながら計画を立てた。ま

た，避難生活時，衛生的な食事の提供に留意することの大切さを感じ，衛生面の強化を

図った(資料４－２「Ｈ28年食に関する計画」)。 

 

（６）食に関する計画を実践するための具体的手立て 

児童は、避難所の炊き出しで提供された，本校で栽培した新鮮な野菜のおいしさを改 

めて実感した経験を得た。これまでの「校産校消」の取組をさらに充実する好機と考え，

栽培計画の見直しを行うとともに，栽培園の有効活用を推進する。 

また，食事の喜びや会食の楽しさを味わうために，ランチルームの活用をさらに充実

させる。会食会場として，ランチルームの環境整備を行うとともに，平成27年度に実施

してきた「お誕生給食」や「縦割り給食」の継続に加え，学級単位でのランチルームの

活用も推進する。楽しい雰囲気での会食を推進し，食を通じたきずなづくりにつなぐ。 
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３ 健康づくりの推進体制 

 （１）推進組織の状況（危機管理体制も含む） 

「自尊感情の向上と健康的な生活を送る実践意欲や実践力の定着」を，健康づくりの

目標とし，全ての教育活動の中で健康づくりが推進できるよう，計画的・組織的に取り

組んでいる（図２）。 

【図２ 本校の健康教育推進組織】 

 

校長のリーダーシップの下，保健主事と養護教諭がリードしながら，「保健」「体育」

「食育」「安全」の各部の主任が具体的な計画を立案し，４月の職員会議や校内研修で全

職員の共通理解を図っている。毎学期末には，PDCAサイクルを意識しながら各部の取組

について見直し，新学期の実践へとつなげている。 

本校の健康づくりの中心である「すこやかサミット」に向けた総合的な学習の時間の

取組についても，担任，保健主事，養護教諭を中心に方向性や内容を検討し，全職員で

共通理解を図り実践している。さらに，校内研修に健康づくりの取組を明確に位置付け

ることで，全職員で継続的に推進することができている。  

また，日常的な情報交換はもちろんのこと，毎週月曜日の職員朝会では，「生徒指導」

「特別支援」「健康面」などの視点で全職員による情報交換の時間を設け，児童の生活

や心身の状態に適切に対応できる体制づくりを行っている。 

   近年，大きな災害が毎年どこかで起きている。本県も今年度始めの４月，突然，震度

７の地震を２度経験した。また，自然災害のみならず，新たな感染症やアレルギー，犯

罪，交通事故など様々な危険や危機が潜んでいる。そのような中にあって，学校は児童

の生命を守り，安心・安全な場所でなくてはならない。日頃から一人一人の児童の様子

を複数の目で観察するとともに，安全点検や校区安全マップ，危機管理体制(図３)を整

備し，早期発見，迅速・的確な対処に努めている。 

 健康づくりの目標 
自尊感情の向上と健康的な生活を送る実践意欲や実践力の定着 

  

    

 衛生推進委員会（校長，教頭，教務主任，保健主事，養護教諭）   

    

保健主事・養護教諭 
           

養護教諭 
保健主事 

 
体育主任 
部活動主任 

 
給食主任 
給食技師 

 
安全主任・ 体育主任 
生徒指導主任 

 
 

  
 

  
 

  

保健部 
 

体育部 
 

食育部 
 

安全部 

健康についての理解を通し

て，積極的に心身の健康を保

持増進する態度を育成する。 

 

生涯にわたって運動に親し 
む資質や能力の基礎を育て 
体力の向上を図る。 

 食に関する知識や実践的な 
態度を身に付けさせ，望ま 
しい食習慣の形成を図る。 

 安全についての理解を通て， 
進んできまりを守り，安全に

行動できる態度を育成する。 

          

校内研修における，具体的実践事項の共通理解・共通実践 
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（２）健康相談・保健指導・環境衛生の活動状況 

（情報モラル教育・成長曲線等の取組状況も含む） 

  ①健康相談の活動状況 

健康相談と保健指導については明確に分けられるものではないことから，相互に関連

づけながら展開している。児童や保護者からの相談希望，健康観察や保健室での対応等

から健康相談が必要と判断された児童に対して，心身両面の健康問題の背景（問題の本

質）にあるものを的確に捉え，面談等を通して支援するように努めている。 

また，児童の心と体の悩みや痛みに適切に応えられる支援・指導を行うために，養護 

教諭，学級担任，学校医，学校歯科医，学校薬剤師の校内組織を整え，保護者との連絡

を密にしながら，SC，スクールソーシャルワーカー(以下SSW)や子ども発達支援センタ 

ー等地域の関係機関とも連携し児童や保護者のニーズにあった個別的な対応にあたっ 

ている。震災後は特に，SCとの連携を深め児童の心のサポートに努めた。 

【図３ 本校の危機管理体制】 
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〈健康相談及び保健指導のプロセス〉 

対象者の把握（身体的疾患や心因的な症状等の見極め，相談等の必要性の判断，希望の有無） 
→ 心身の健康問題の把握 → 支援・指導方針の検討と役割分担 → 実施・評価 → 経過観察 

ア 養護教諭が行う健康相談 

児童の健康に関して専門的な観点から行う。児童は，心の問題を言葉に表すことが難しい

ため身体症状として現れやすい。養護教諭は保健室来室時に，心身両面からの健康問題を発

見しやすい立場にある。そのため，児童の示すいつもと違う表情や行動の些細な変化をいち

早く察知し，まず，訴えや思いを十分に聴く姿勢に心がけた支援を行っている。 

また，全児童の保健室来室記録（個人カルテ）を整備し，以前に来室した時の様子を振り

返りながら新しい情報を時系列で書き込むことで，児童一人一人の状態や変容を心身両面か

ら捉え対応にあたるようにしている。特に，学校再開直後は，児童の来室が普段の３倍ほど

になったため，心身面の変化（表情や顔色，腹痛や吐き気，学習意欲や眠気），環境面（住居

や家庭の状況）・生育状況（既往症や過去のトラウマ体験の有無）など，様々な視点から児童

をみて，問題の早期発見・早期対応に努めた。 

さらに，健康相談・保健指導の必要性の判断，関係職員をはじめ保護者や SC，医療機関，

地域の関係機関との連携におけるコーディネーターの役割も担っている。 

イ 学級担任が行う健康相談 

身体的不調者のみならず，不登校，虐待，人間関係などの問題を早期に発見することがで

きるよう，多角的な視点からの健康観察（朝の健康観察，授業中や休み時間，給食，放課後

など学校生活全般において）を十分に行っている。児童が相談しやすい関係を作りながら情

報を収集し，対応すべき児童の心身の健康問題については，担任が一人で抱え込むことなく，

養護教諭をはじめとする関係者や保護者と連携し，情報の共有化を図り，早い段階から組織

的に対応している。 

ウ 学校医・学校歯科医・学校薬剤師が行う健康相談   

受診の必要性についての判断，疾病予防，治療等の相談及び学校と地域の医療機関等との

つなぎ役など，主に医療的な観点から行っている。近年，子どもの抱える健康問題が多様化

する中，特にメンタルヘルス（災害後のPTSD予防や心のケアを含む），アレルギー疾患など

の新たな健康課題において専門知識に基づいた効果的な指導に努めている。 

エ SCが行う健康相談 

 児童や保護者，教職員に対する相談や研修の他，災害や事 

故などの緊急事態における心のケアに努めている。今回の震

災後は，児童の心の安全を守り，学校が元の機能を早く回復

するため，学校再開直後から相談体制に参加し，養護教諭 

や学級担任等との連携を密にして心のケアにあたった。 

また，専門的立場から，校内研修やPTA研修会（図４）に 

おいて，心のケアへの理解を深め，児童への対応に生かすための講話や資料提供を行った。 

【図４ SCによるPTA研修会の様子】 
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②  保健指導の活動状況 

保健指導は，個別指導と集団指導の両面から行うが，健康問題把握の大きな鍵となるの 

は，児童と常に接している教職員の見取りである。日常的な健康観察や毎月行う「きずな

（いじめ調査）アンケート」等を通して，「様子がいつもと何か違う」などの児童の心身の 

状況把握に努めている。震災後は特に，担任や養護教諭による健康観察を強化（危機発生 

時における観察ポイントを提示），以前から活用している「自分の体と心をみつめる健康観 

察シート」(資料９)や保護者と行う「心と体の健康観察」(資料１０)の活用など，直接的

な観察や質問紙を通して，児童の心身の健康状態を的確に把握することに努めた。その上

で，健康上問題がある場合は，遅滞なく当該児童への指導を行い，必要に応じて保護者へ

の助言を行った。また，「心の健康」についての集団指導も発達段階に応じて行い，個と全

体の両方への指導に努めている。 

ア 個別の保健指導 

心身に健康問題のある児童はもちろん，健康的な生活習慣の実践に関しても適時実施し 

ている。例えば，肥満度20％以上の児童及び保護者に対しては，養護教諭が長期休業前 

に面談を行い「健康手帳」（熊本市教育委員会作成）や成長曲線及び肥満度曲線を活用した

肥満指導を行っている。一時点の測定値だけでなく，過去のデータや生活習慣の変容を示

し，改善された点や努力した点を認めながら，個々の健康問題の解決及び自らの健康の適

切な管理・改善ができるよう実践的能力や態度の育成に努めている。 

また，担任が年２回実施する教育相談や長期休業中に行う親子教育相談時においても，

生活面や心身面における個別指導を実施している。 

イ  集団の保健指導  

身近な健康問題や喫緊の課題などに対して，実践的能力や態度の育成を図ることを目的 

とし，特別活動を中心に行っている。特に，年７回隔月に全学級に対して行う発育測定時 

には，本校の健康課題や児童の発達段階に即した内容を，保健学習や総合的な学習の時間， 

道徳等との関連を図りながら保健指導を実施している。 

とりわけ近年の急速な情報化社会の進展の中，子どもたちは新しいメディアでコミュニ

ケーションを図るようになってきた。本校児童も約44％が携帯電話を，約12％がスマート

フォンを所持し，そのうち60％がLINE を使用している状況であり，ネット関連のトラブ

ルも起きている。 

そこで，「情報モラル教育＝日常モラル（心を磨く）＋仕組みの理解（インターネットの 

月 保健指導の内容  関連教科等  
4 健康診断ってなぜするの？（健診の意義・項目・受け方） 学校行事，学級活動 
6 歯の健康～位相差顕微鏡で口の中をのぞいてみよう～  学級活動，保健学習 
9 体内時計ってなに？～生活リズムを整えよう～  総合的な学習の時間 

10 目の健康（目の働き，近視とは？ ペタ・グー・ピンのよい姿勢） 学級活動，保健学習 
11 メディアと上手に付き合おう（メディア接触時間とその害） 道徳，学級活動 

1 冬の感染症（予防法と健康観察の意義の再確認）  学級活動，保健学習 
3 自分のいいところ～自信を持って進学・進級しよう～  道徳，学級活動 
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特性等を知り，知恵を磨く）」と捉え，児童の発達段階に応じて，家庭との連携を図りなが 

ら，情報モラル教育に取り組んでいる。特に，情報モラルの判断には「規範・思慮・節度」

等が必要不可欠であることから，道徳や学級活動を中心に「自分だったらどう行動するか」

を判断させながら指導している。 

平成 27 年度は，これまでの保健指導を基に，１学期の「メディアと私たち～親子で考え

る情報モラル～」をテーマにした「情報モラルキャラバン 全校親子人権講話」や，情報モラ

ル集会（全校代表委員会）での「城東ルール」づくり，ノーメディアデーの取組（資料１１）

など，教科等の枠や学年を越えた活動や学習に学校全体で取り組んだ。  

＜情報モラル教育の流れ＞ 

 

【情報モラルキャラバンの様子】 【情報モラル集会の様子（全校代表委員会）の様子】 

【ノーメディアデー振り返り時の板書】 

【児童が決めた城東ルール】 
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【図８ 学校歯科医参画による保健学習】 【図７ 学校医によるすこやかサミット講評】 

③ 環境衛生の活動状況 

  環境と健康の関わりについて意識しながら，児童が主体的に生活環境を整えることが

できるように工夫している。健康によい生活の仕方として，身の回りの清潔や明るさの

調節，換気など日常の生活行動が大切であることを，保健学習「身の回りの環境（３年）」

や「病気の予防（６年）」，毎給食前の衛生チェックなどを通して，実践的に理解できる

ようにしている。その上で，児童保健委員会による

危険箇所確認を兼ねた 校内環境衛生点検（図５）

や，校内放送による換気の呼びかけ等を行い，児童

の視点からの環境衛生活動を推進している。 

  日常の清掃活動では，校訓の一つ「しごとにうち

こみやりぬくこども」のもと，「縦割り掃除」（図６）

に取り組んでいる。期間を決めて全校児童で縦割り

班を構成し、班ごとに担当区域を協力しながら時間

いっぱい掃除を行っている。この縦割り班掃除によ

って学校環境は衛生的に保たれている。 

また，朝の活動として行う「緑の時間」での一人

一鉢や，児童環境委員会，「緑の少年団」（毎週金曜

日の放課後，4～6年生の希望者が参加）を中心とし

た，花壇の手入れや苗・土づくり等の取組で，花と

緑に囲まれた環境も整える等，学校全体でよい環境づくりができるよう努めている。 

 

（３）学校医，学校歯科医，学校薬剤師の活動状況 

本校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師は，健康診断や環境衛生検査における適切な診断・

予防措置に留まらず，専門的見地から適切な保健指導及び保健教育へ積極的に参画している。

特に，すこやかサミットにおいては児童の発表に関する講話や講評（図７）はもちろん，寒

天培地による手指の細菌検査や生活習慣病予防についての指導・助言など，実験や調べ学習

等の探究活動にも積極的に関っている。 
また，保健学習においては担任・養護教諭とともに授業にも参画し，児童の興味・関心を

高めるとともに理解が深まるよう，効果的な指導に努めている（図８）。 
 
 
 
 
 
 
 

【図５ 児童による校内環境衛生点検】 

【図６ 縦割り掃除の様子】 
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＜学校医・学校歯科医・学校薬剤師の活動状況＞ 

 

（４）校舎内外の環境衛生管理状況 

  児童が１日の大半を過ごす学校の環境は，児童の生命を守り，発育発達を促すものであ 

ることから，学校環境衛生基準に照らして，定期・日常・臨時の検査を円滑に行っている。 

日常の環境衛生検査は，朝の健康観察の時間に行い，記録を残すとともに必要な場合は遅 

滞なく改善の措置を講じている。 

定期の環境衛生検査においては，例えば，照度検査を児童保健委員が学校薬剤師と一緒 

に行ったり，養護教諭と全校舎を巡視し，手洗い場やトイレ等の点検を行ったりしながら，

児童の視点からの環境衛生管理にも努め，児童が主体的に行動することを通して環境衛生

意識が高まるよう努めている。 

震災後は，いち早く学校薬剤師が来校し，避難所となっている体育館や校舎1,2階を中

心に臨時検査を行い，環境衛生の維持や医薬品の管理等についての指導・助言を受けた。 

また，学校再開直前には，業者による水質検査や校舎内の消毒等を行い，児童を迎える準 

備を整えた。 

 

（５）家庭・地域等との連携状況 

  学校は人と人との触れ合いにより，児童の人格の形成をしていく場である。児童の心身 

の健全育成を目指し，学校は家庭や地域の各種団体との連携・協働を図りながら「チーム 

城東」として，次のような取組を行っている。 

① すこやかサミット（学校保健委員会） 
中学校職員，ＰＴＡ役員及び保体委員会，保護者，学校医，学校歯科医，学校薬剤師，中央区役所
保健子ども課，民生委員・児童委員，自治協議会，8020健康推進委員，婦人会，体育協会，学校評
議員，熊本歯科技術専門学校 等 
② 防犯モデル地区推進委員会  
 PTA会長，北警察署，青少年健全育成協議会，防犯協会，町づくり推進課，自治会 等 
③ 安全活動（交通教室，パトロール，集団下校，避難訓練，心肺蘇生法講習，情報モラル等） 
保護者，市生活安全課，民生委員・児童委員，交通安全協会，消防団，中央消防署，少年消防クラ 
ブ，中学校職員，防犯ベアーズ（大学生ボランティアグループ），北警察署，市教育センター  

④ 健康相談・教育相談等  
学校三師，SC，SSW，中央区役所保健子ども課，子ども発達支援センター，専門医療機関 等 

⑤ 生活科，総合的な学習の時間，特別活動（学活，朝の読み聞かせ，緑化・清掃活動）等 
 上通り商栄会，熊本城管理事務所，学校三師，中央区役所保健子ども課，熊本歯科技術専門学校，
ＰＴＡ図書委員会，ＰＴＡ緑化ボランティア，ＪＡ嘉島，坪井川清流会 等 

 主  な  活  動  内  容 出校回数 

学
校
医 

内 科 
定期健康診断，臨時健康診断，就学時健康診断，職員健康診断，すこやかサミ
ットへの参加及び指導・助言，健康相談，感染症発生時における指導・助言  

７回 

眼 科 定期健康診断，就学時健康診断   ２回 
耳鼻科 定期健康診断  １回 

学校 
歯科医 

定期健康診断，就学時健康診断，臨時健康診断，健康相談，口腔レントゲン撮
影（６年希望者），すこやかサミットへの参加及び指導・助言，保健教育への参
画(GT) 

７回 

学校 
薬剤師 

水質検査，照度検査，空気検査，ダニアレルゲン検査，臨時検査，健康相談， 
全国学校保健調査，親子薬物乱用防止教室，すこやかサミットへの参加及び指
導・助言，保健教育への参画(GT) 

８回 
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  中でも，市内の大学生が組織する「防犯ベアーズ」寄贈

の安全マップや本校の子どもひなんの家を明示した安全マ

ップを確認しながら，学期に１回行う集団下校では，民生

委員・児童委員が同行して児童を見守る取組が継続してい

る（図９）。 

また，ＰＴＡ主催の夏休みプール開放に向けての心肺蘇

生講習会やプール監視には，全保護者が参加・協力したり， 

震災後には，通学路上の危険箇所に立って登下校中の安全に配慮したりするなど，保護

者・地域住民みんなで児童の安全・安心を確保しようとする意識が高い。 

 

４ 学校及び地域学校保健委員会の活動 

（１）目標と計画及び運営状況 

 ① 目標  

 テーマ 「心と体を健康にして夢や希望をかなえよう」 

   サブテーマ ～いたわり はげましあい きすなの力でのりこえよう～ 

生活習慣・運動習慣・食習慣における課題追究と心身を健康にする生活の実践を目標とし，

課題の発見・解決に向けて主体的・協働的に探究し，成果等を表現して実践できる子どもの育

成を目指す。また，どのような状態を健康と捉えるのか，なぜ健康でありたいのか等，確かな

健康観を育てていくことをねらう。 

平成28年度は，「“いたわり”“はげまし”によって紡がれる人と人との“きずなの力”によ

って，熊本地震に伴う様々 な負の状況ものりこえて元気を取り戻そう」というメッセージをサ

ブテーマに込め，学校のみにとどまらない取組を進めている。  

 

② 計画及び運営状況 

児童が参加し自分たちの健康課題や，課題追究した成果等を発表し合う公開・拡大型 

の会を２回，１年間の取組の評価と次年度への志向，児童の発表後の継続的な実践の評 

価など，保護者との連携をさらに深めた健康管理面の強化を目指す会を１回，計３回の  

開催としている。 

第１回内容：生活習慣の中から、自分たちの健康の課題を見つける 

第２回内容：自分たちの学びや実践を広げ、心と体の健康につなげる 

第３回内容：健康課題の解決に向けた取組を振り返り、次年度へつなげる 
 

３年生以上の児童の参加については，総合的な学習の時間「けんこうタイム」の中に 

位置づけ，確かな健康観を育み心と体を大切にしながら自己の生き方の追究ができる計 

画（資料８「H28総合的な学習の時間全体計画」）とした。 

 

 

【図 ９ 民生・児童委員同行の集団下校】 
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＜Ｈ２７すこやかサミットの実際＞     

       日 時   主な出席者      主 な 内 容 

《事前の取組》 
①生活についてのアンケート実施 

②「けんこうタイム」における共通 

の授業実践（総学２時間） 

 
全児童 
３～６年児童 

○５月に全児童及び全保護者に，生活習慣・運動習慣

・食習慣等についてのアンケート実施 
○担任・保健主事・養護教諭による「けんこうタイム」

共通授業（健康観の育成や自尊感情の向上等） 
③ 第１回すこやかサミット 

６月２３日（火）  
１４：３０～（７０分） 

 

全児童 

中央区役所保健子ど

も課（歯科医・保健

師・栄養士） 
学校三師 
保護者，民生委員・

児童委員，近隣中学

校職員 
学校評議員 

○学年ごとにアンケート結果をグラフ化し，すこ

やか委員会（保健委員会・青空（体育）委員会

・給食委員会児童）が考察を加えながら発表 

○自分たちの生活習慣・運動習慣・食習慣の実態

を知り課題を見つけるきっかけ 

○親子や全体で，課題についての意見交換 
○全体交流 
○学校医や中央区役所子ども保健課等地域の方

等からの助言 

④ 第２回すこやかサミット 

    １２月２日（水） 

１４：３０～（９０分） 

 

 

    
 

３年生以上の児童 

中央区役所保健子ども

課（歯科医師・保健師・

栄養士），学校評議員 

学校三師，保護者，民生

委員・児童委員 

8020健康推進委員 

近隣中学校職員 

○各クラスで１年間取り組むテーマについて深めたあ

と，夏休みを含め２学期にかけて，調べ学習のまと

めや実践してきたことの成果などをグループごとに

発表。その後，質疑応答や感想交流  

○これまでの取組や発表に関するまとめの講話 
（講師：学校医，中央区役所保健子ども課） 

○感じたことや思ったことなどの感想交流 
○来賓の方や保護者，地域の方からの助言 

⑤ 第３回すこやかサミット 

   ２月３日（水） 

１５：００～（８０分） 

 中央区役所保健子ども

課（歯科医師，保健師，

栄養士） 
学校三師 

保護者（PTA執行部，

PTA保体委員） 

学校評議員 

○本校の実態報告と課題提起 
○健康課題解決に向けた取組についての協議 
○次年度に向けの方向性を確認 
○具体的な共通実践事項を確認 
○学校と家庭の役割を確認 
○中央区役所保健子ども課，学校医，学校評議員の方

からの助言 

  すこやかサミットは児童・保護者・地域が一堂に会し，健康づくりについて協議する場

である。平成28年度は，地震の影響で体育館が使用できなかったため，放送室をキーステ

ーションに各教室をSkypeで結び，校内放送を通して第１回すこやかサミットを実施した

(図１０)。 

すこやかサミットの運営にあたっては，保健主事・養 

護教諭を中心に内容の精選及び企画等を行い，構成メン 

バーとの共通理解・共通実践を図っている。運営を円滑 

にするために，校内の研究部，健康教育（保健・体育・ 

安全・食育）部，PTA保健体育委員会，児童保健委員会

や中央区役所保健子ども課との連携を特に深め，綿密な

事前打ち合わせを行うなど計画的・組織的に取り組んでいる。学校・家庭・地域が一体と

なり，本校の健康課題を共有し解決に向けて取り組む研究協議の場となっている。 

【図１０ 今年度の第１回すこやかサミット】 
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（２）事後の取組状況と地域との連携状況  

①事後の取組状況 

開催後は毎回，参加者全員に感想や意見，今後に生かしたいことなどのアンケートを 

取り反省と評価につなげ，その結果を学校保健委員会だよりや校長室だより等で，参加

者に報告している。また，児童に対しては，課題解決に向けた探究活動の過程で主体的 

に学習できるよう担任や養護教諭が関わったり，「親子はりきり表」（資料１２）や「健

康カレンダー」などを通して，家庭でも継続して実践できるよう工夫したりしている。 

中でも，「親子はりきり表」はPTA保健体育委員が担当し，長期休業中に家庭で生活改善 

を目指すものである。すこやかサミットのテーマと関連させた生活習慣・運動習慣・食

習慣の視点から選択肢を設けて，生活習慣とお手伝いの中から，自分に合った目標を決

めて親子で取り組むようにしている。 

さらに，第３回学校保健委員会後は，児童の変容や今後の課題解決に向け，学校・家 

庭・地域が連携して取り組む具体的な共通実践事項を確認している。平成27年度は，前 

述の「情報モラル集会（全校代表委員会）」で，児童自身が決めた「城東ルール」を共通 

目標とし，各家庭で「ノーメディアデー」（資料１１）を設定して課題解決に取り組んだ。 

心身の健康づくりは，学校での指導と相まって家庭での実践が定着することにより効 

果が上がるものである。このことから，特に，学級懇談会の機会を捉えて，各学級のPTA

保健体育委員より協議内容の報告や保護者の立場で実践できることなどを発言してもら

い，課題解決に向けた取組が，校内だけでなく全家庭へ広がるよう努めている。 

 

②地域との連携状況  

学校三師はもとより，民生委員・児童委員，学校評 

議員や本校卒業の歯科医師，中央区役所保健子ども課   

の歯科医・保健師・栄養士，地域の8020健康推進委員，

熊本歯科技術専門学校等の専門的立場からの助言や協力

を得ることで，児童の興味・関心・意欲を高めるともに

理解がより深まるような連携がとれている。第1,2回す

こやかサミットでは，児童発表に対する助言や講評だけ

でなく，授業や調べ学習，インタビュー，実験等による

保健教育にも関わってもらっている（図１１，１２）。 

また，第３回すこやかサミットでは，児童の実態や 変

容から健康課題を見極めた的確な助言・指導により，学

校・家庭・地域それぞれの役割や今後の改善すべき方

向性を明確にすることができている。 

このように効果的な連携により，本校のすこやかサミットは， 

児童の心と体の健康づくりに向けた，地域ぐるみの活動となっている。 

（すこやかサミット） 

【図１１ 学校薬剤師による指導・助言】 

（総合的な学習の時間） 

【図１２ 中央区役所歯科医師による講評】 
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